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１．概要 1

近年の大雨による水害等の多発化・激甚化、及びそれに伴う容器流出の発生を踏
まえ、消費先に設置されている充てん容器に対して、流出防止措置を講ずることが
液石法規則（省令）に新たに規定された。

液石規則（省令）公付 令和3年6月18日
〃 施行 令和3年12月1日（経過措置あり）

＜令和３年１２月１日時点の既存消費者は２．６年間（令和６年６月１日迄）

同時点以降の新規消費者は改正内容にて即時対応＞

【概要】
これまで「ＬＰガス設備設置基準及び取扱要領（ＫＨＫＳ０７３８）（通称：青本）」「LPガ
ス災害対策マニュアル」等において推奨されてきたものとほぼ同様。
２０ｋｇ以下容器を消費先に設置する場合は、ベルト・鎖等をプロテクターに通す、
２０ｋｇを超える容器（３０ｋｇ、５０㎏容器等）にあっては、二重掛けを行うことなどの措置
を行うもの。

流出防止措置を講ずる対象地域については、洪水浸水想定区域（想定最大規模）等
において、１ｍ以上の浸水が想定されている地域。（実質的には、市町村作成の
ハザードマップに従う。）



項目 内容

改正
省令

浸水のおそれのある地域においては、
充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずる

場所
浸水のおそれのある地域は、洪水浸水想定区域（想定最大規模）等において、１ｍ以上の浸水が想定されている地域
とする。

流出
防止
措置

(i)軒先
の設置

固定金具について
・ベルト又は鉄鎖が外れにくい固定金具を使用すること。

ベルト又は鉄鎖について

ただし、積雪時において、容器交換作業に支障を来す可能性のある場合であって冬の期間等にあってはこ
の限りでない。

（ii）容器収納庫への保管

充てん量20kgを超え
る容器

１本目のベルト又は鉄鎖を当該容器の底部から容器の高さの３／４程
度の位置に、２本目のベルト又は鉄鎖を容器底部から１／４程度の位
置にそれぞれゆるみなく取り付け固定すること。ただし、プロテク
ターのある容器の場合は、２本のベルト又は鉄鎖のうちいずれか１本
について、プロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け
ることができる。

充てん量20kg以下の
容器

当該容器のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け、
ゆるみなく容器を固定すること。

１．概要 2



２．対象地域の確認方法 3

地方自治体が発表しているハザードマップ（例）

対策の対象地域



4２．対象地域の確認方法



３．具体的対策 5

(ⅰ)ベルト又は鉄鎖が外れにくい固定金具を使用すること。充てん量２０ｋｇを超える容器にあっ
ては１本目のベルト又は鉄鎖を当該容器の底部から容器の高さの３／４程度の位置に、２本目のベ
ルト又は鉄鎖を容器底部から１／４程度の位置にそれぞれゆるみなく取り付け固定すること。ただ
し、プロテクターのある容器の場合は、２本のベルト又は鉄鎖のうちいずれか１本について、プロ
テクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付けることができる。充てん量２０ｋｇ以下の容
器にあっては当該容器のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け、ゆるみなく容
器を固定する。
(ⅱ)容器収納庫に保管する。

対策 イメージ図

容器が浮上すると、鎖などが持ち上げられ
て外れやすいことから、外れにくい固定金
具を使用することとされています。
＜対策例＞
・片側は取り外し不可とし、もう一方は抜け
落ち防止機構のあるフック
・抜け防止のカエシがついて外れにくい
フック
・引っかけ部分に十分な深さがあり、安易
に外れないフック

・容器１本ごとの鎖掛け

・ベルトによる二重掛け

・プロテクター容器の掛け

・２０ｋｇ以下の容器の掛け

・容器収納庫

ベルトによる二重掛け

容器１本ごとの鎖掛け
（ＫＨＫＳによれば原則は１本ごとに固定、
ただし、３本以内はまとめることができる）

プロテクター

２０ｋｇ以下

カエシに
深さがある
フック

カエシに
抜け防止がある
フック

容器庫収納



6３．具体的対策

以下、ＫＨＫＳ0738の記載に基づいた適切なベルト等の設置例。

①２０ｋｇより大きい容器、２０ｋｇ以下の容器のベルト又は鉄鎖の例
②３本以下の容器に鎖掛けを行う場合には、まとめて鎖掛けを行うことができる。
この場合でもあっても二重掛けとすること。

①ベルト又は鉄鎖の例 ②まとめてベルト又は鉄鎖の例



対策 イメージ図

・専用固定具

・独立支柱

・浮きあがり防止容器ホルダー

7３．具体的対策

その他充てん容器等の流出を防止する措置の一例

専用固定具 独立支柱 浮きあがり防止付き容器ホルダー

いずれも二本掛けとして、ベルト又は鉄鎖等が外れにくいことを確認する。



４．その他の補足説明事項 8

① 積雪地域について
積雪時において、容器交換作業に支障を来す可能性のある場合であって冬の期間等
にあってはこの限りでないとなっている。なお、具体的な積雪期間等については、地域・
年度によって異なるため目安は示すことはできないが、販売事業者が地域の実情を踏
まえて判断することになる。

② 容器交換時供給設備点検への配慮
容器交換時供給設備点検時に、配送員が点検するそれぞれの供給先が洪水浸水想
定区域に該当するか否かの判断がその場では難しい。
そのため、販売事業者は、事前に該当区域にある消費先を確認し、保安機関など第３
者が現場で対象区域かどうか判断可能とするためにメーター等に明示シールを貼付等、
事前に対応する必要があると思われる。（配送委託の場合等、点検業務の円滑化）

③ その他（経過措置：２年６ヶ月）
・令和６年６月１日迄は既に供給している物件については、経過措置の適用があるが、
時間的余裕を持った取り組みが必要。



５．対応に当たって当面の作業 9

１. 自社（店）の供給エリアの対象区域の確認
（１）市町村作成の浸水ハザードマップの入手（市町村窓口・HPなど）
（２）入手したマップに消費者をプロット（落とし込む）する。

（マップを一目見て浸水区域（1ｍ）のところへ）

２. 対象消費者の一覧表（市町村別）の作成
（１）今後の経過措置期間における改正法への対応状況を把握し、共有するため

３. 容器交換時・定期点検時における良否判定の実施関連
（１）施行日における既存消費者の点検も経過措置期間においては猶予されるため
（旧基準にての対応状況点検）新基準対応までは猶予される。（現場では「良」と
とする。

（２）施行日以降の新規消費者についての点検項目について、チェック項目や
対象区分の等のシステム改修が間に合わない場合、現行の「転倒・転落防止
措置」の点検欄で判定する。保安機関と販売事業者は経過措置期間における
対処方法についての手段等については綿密な情報共有を図る必要がある。
（容器交換伝票や保安点検調査書の該当欄は早めの改修が必要です。）


